
帯広市下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等に関する
事務手続フロー（一次下請）

施工体制台帳により加入状況を確認
【市監督員】

未加入建設業者に該当

【市監督員】
・施工体制台帳、下請契約書の写しを契約管
財課に回付する。
・受注者に「理由書」（第１号様式）を提出
するよう指示する（期限：概ね7日間）。

理由書提出なし 理由書提出あり

・特別の理由の確認
【市契約管財課】

特別の理由を
有しないと認めた場合

特別の理由を
有すると認めた場合

・特別の理由を有しない
と認めた通知（第３号様
式）

・特別の理由を有すると認めた通知
（第２号様式）
・受注者に指定期間（概ね30日以内）
に社保加入の確認書類提出を請求。

【市⇒受注者】

書類提出あり書類提出なし

指名停止、工事成績評定の減点 ペナルティなし

加入・適用除外

ペナルティ


